
資源循環ハンドブック2021
     法制度と３Rの動向
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「おしえるおさるの家電リサイクルのおはなし」の動画を公開しました
～ルールを守ってリサイクル! ～(北海道経済産業局)
家電リサイクルに係るパンフレットを作成しました。(東北経済産業局)
家電リサイクル普及啓発のためのラジオCMスポット放送の実施(関東経済産業局)
家電リサイクル材を配合した吸音材「テクセル SAINT」
(岐阜プラスチック工業株式会社)
家電リサイクル法の普及啓発に向けた環境イベントへの出展（近畿経済産業局）　 
家電リサイクル制度啓発動画配信(中国経済産業局)
ペットボトルから鯖江の眼鏡に海のペットボトルゴミも眼鏡にリサイクル
(有限会社ウチダプラスチック)
独自技術・ノウハウと設備で実現する「物性向上型リサイクル」(株式会社近江物産)

made in 四国の環境配慮製品(四国経済産業局)

バージン材に負けない品質のものづくり何度もリサイクルできる仕組み構築へ向けて
(笠井産業株式会社)
顧客の声から、腐らず強い木材代替製品「RePlagi(リプラギ)® 」誕生
(川瀬産業株式会社)

資源効率・循環経済について　 
循環経済ビジョンについて　 

世界のニーズに高品質と安定供給で応えるリサイクル・ポリカーボネートの
トップランナー(株式会社コテック)
動脈と静脈をつなぐ「心臓産業」として、製品に最適なリサイクル素材を提案
(株式会社タイボー)

サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための
開示・対話ガイダンスについて

クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（CLOMA）　 

循環経済パートナーシップ(J4CE ※ジェイフォース)について

3R普及推進パネル展(九州経済産業局)

リサイクル関連表彰（リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰）　 
リサイクル関連表彰（資源循環技術・システム表彰）　 
リサイクル関連表彰（日本パッケージングコンテスト）　 

海洋生分解性プラスチック開発・導入普及ロードマップ

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が2022年4月1日よりスタート

コラム
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図-Ⅱ-21　ペットボトルの回収・再商品化の流れ（令和元年度）
（単位：千トン）
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図-Ⅱ-22　プラスチック製容器包装の回収・再商品化の流れ（令和元年度）
（単位：千トン）

図-Ⅱ-23　再商品化事業者による落札価格（加重平均）・推移

出所：（公財）日本容器包装リサイクル協会HPデータより経済産業省作成出所：（公財）日本容器包装リサイクル協会HPデータより経済産業省作成

出所：（公財）日本容器包装リサイクル協会HPデータより経済産業省作成
※令和3年度 PETボトルの落札単価は上期分です。
※平成 20年度の PETボトルは期中追加入札が実施されましたが、落札単価は平成 20年 3月 31日契約時点のものです。
※すべて消費税抜きの単価です。









　また、令和２年度に再商品化等処理施設（家電リサ
イクルプラント）において製造業者等により回収された
フロン類の重量は、エアコンの冷媒フロン類が約
2,505トン、冷蔵庫・冷凍庫の冷媒フロン類が約161
トン、洗濯機・衣類乾燥機の冷媒フロン類が約38トン、
冷蔵庫・冷凍庫の断熱材フロン類が約277トンです。



「おしえるおさるの家電リサイクルのおはなし」の動画を公開しました
  ～ルールを守ってリサイクル！ ～ （北海道経済産業局）

家電リサイクルに係るパンフレットを作成しました。
（東北経済産業局）
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○関東経済産業局では、管内市民の方々を対象に、家電リサイクル法制度運用及び再商品化の円
滑な取り組みに対するご理解を得るため、リサイクル月間に併せて「家電リサイクルプラント施設見
学会」を毎年開催しております。
 しかし、昨今の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策下では、例年どおり開催することが困難と
なったため、令和2年度は代替措置として、ラジオ放送によるスポットCMを使用したPR活動を初め
て実施しました。

○CM等の内容は、家電リサイクル法の制度と再商品化制度の実情について「家電リサイクル法制
度の広報CM」及び「再商品 化制度の広報CM」の2種(各20秒版)を企画し、日替わりで関東全域
に向けて放送しました。その際、「再商品化」の表現をラジオ放送の特性に合わせて使い分けし、CM
の冒頭部分も違いを付けることで、聴取者への訴求に配慮しました。

【放送内容】
・ラジオ放送局:株式会社エフエムナックファイブ(1都6県*の聴取可能人口は、3,700万人以上)
・CMの放送日 :令和3年3月8日から23日までの12日間(土日を除く各日1回の計12回)
・放送時間帯 :10時から15時までの内、スポット枠を使用
　　　　　　 *甲信越静地域については、FMNack5(JODV-FM)の放送サービスエリア外なためカバーできておりません。

①家電リサイクル法制度の広報CM
　家電リサイクルのお知らせです。エアコン、テレビ、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機・衣類乾燥機」は、
法律により、再商品化されます。
　買替え等で廃棄する際には、リサイクル料金をお支払い頂き、再生資源リサイクルにご理解をお
願い致します。経済産業省でした。

②再商品化制度の広報CM
　経済産業省からお知らせです。買替え等で回収された電化製品は、分解・選別作業等を経て、再
資源化されます。対象は、「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機・衣類乾燥機」です。廃棄
等の際には、決められたリサイクル料金のお支払をお願い致します。

家電リサイクル普及啓発のためのラジオCMスポット放送の実施(関東経済産業局)
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家電リサイクル材を配合した吸音材「テクセルSAINT」
(岐阜プラスチック工業株式会社)



家電リサイクル法の普及啓発に向けた環境イベントへの出展
（近畿経済産業局）

家電リサイクル制度啓発動画配信(中国経済産業局)
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令和2年度 約310万台

2,830,715

43



44



45



平成30年度
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業　種
年　間
発生量
( 万ｔ)

業種別
実施率
目標※
（％）

（再生利用等の取組別）

発生
抑制

再生
利用

（再生利用の用途別）
熱回収 減量飼料化 肥料化 その他

食品製造業 1,400 95 95 13 69 78 15 7 3 10

食品卸売業 28 70 62 9 49 28 55 0 4

食品小売業 122 55 51 20 31 41

23

30 28

17

0 0

外食産業 215 50 31 14 16 44 33 0 1

食品産業計 1,765 ― 83 14 59 74 17 9 2 8

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※平成 31年度までの目標  （出所：農林水産省）

（%）

再生利用
等実施率
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出
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範囲等を
定める省令
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出典：2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（2021年６月）（自動車・蓄電池産業の成長戦略「工程表」（一部抜粋））
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2013.4

 「製品アセスメントマニュアル作成
のためのリサイクル設計ガイドライ
ン（電卓、電子辞書、ページプリンタ
、データプロジェクター）」作成
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独自技術・ノウハウと設備で実現する「物性向上型リサイクル」
（株式会社近江物産）
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ペットボトルから鯖江の眼鏡に海のペットボトルゴミも眼鏡にリサイクル
(有限会社ウチダプラスチック)



顧客の声から、腐らず強い木材代替製品「RePlagi(リプラギ)® 」誕生
(川瀬産業株式会社)

バージン材に負けない品質のものづくり
何度もリサイクルできる仕組み構築へ向けて(笠井産業株式会社)
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世界のニーズに高品質と安定供給で応える
リサイクル・ポリカーボネートのトップランナー(株式会社コテック)

動脈と静脈をつなぐ「心臓産業」として、
製品に最適なリサイクル素材を提案(株式会社タイボー)
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made in 四国の環境配慮製品(四国経済産業局)

3R普及推進パネル展(九州経済産業局)
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2006年から2019年までに軽量化された品種
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　プラスチックは、その生産量の1/3が容器や包装用フィルムシートなどとして使われ、我々の身近なところで様々な容器包装
に利用されています。これらのプラスチック容器包装についても、軽量化の推進、詰め替え容器の開発、包装の適正化促進、バイ
オ素材の採用等、様々なリデュース・環境配慮設計の取組みが進められています。
　2010年度を目標年度とする第一次自主行動計画では、2004年度比3％リデュースの目標に対して2010年度実績は 9.8
％と目標を達成しました。
　また、2015年度を目標年度とする第二次自主行動計画でも、リデュース率目標の13％を超える15.1％のリデュース実績と
なり、目標を大きく超える実績になりました。
　さらに第三次自主行動計画（基準年度は2004年度、目標年次は2020年度：自主行動計画2020）では、リデュース率目標
を16％としました。2019年度リデュース率実績は17.6％となりました。
　なお、2006 年度から2018年度までの累積リデュース量は 111千トンでした。

　一方、リサイクルについては、第二次自主行動計画から、指標をリサイクル率（第一次自主行動計画の指標は回収率）に変更
し、2015年度の目標を44％に設定し、2015年度の実績は45.3％となり、目標を達成しました。
　自主行動計画2020のリサイクル率目標は、46％に設定しました。2019年度のリサイクル率の実績は 46.4％でした。
　リサイクル率は、容リ協会がまとめた再商品化実績に、事業者の自主的回収・リサイクル実績を加算した量を、容リ法で定め
られた2011年度の排出見込み量で除して算出します。
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（出典：ガラスびん３Ｒ促進協議会「ガラスびんリユースシステムのライフサイクル分析」報告書

シングルユース、リサイクル、リユース別のＧＨG排出量の比較
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リユース、リサイクルの現状 ガラスびん 3R促進協議会
http://www.glass-3r.jp
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ガラスびん 3R促進協議会
http://www.glass-3r.jp
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スチール缶リサイクル協会
http://www.steelcan.jp



　2019年の飲料用アルミ缶の国内需要は、夏場の記
録的な天候不順等によりビール類と清涼飲料向けの
需要は減少しましたが、RTD向けが二桁増となった
結果、総需要は前年比100.3％の約217億缶となり、
6年連続で200億缶の大台が維持されました。

　2019年度のリサイクル率は、4.3ポイント向上の
97.9％に急伸致しました。しかしUBC（使用済みアル
ミ缶）の輸出が前年比1.7万トン増加の8.7万トンに急
増しており、UBCを国内循環することで資源の有効活
用とCO2排出削減を図るというビジョンからは憂慮
すべき事態と言えます。
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PET ボトルリサイクル推進協議会  　　　　　http://www.petbottle-rec.gr.jp
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会　　　　　　http://www.jcpra.or.jp
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発泡スチロール協会
https://www.jepsa.jp
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発泡スチレンシート工業会 http://www.jasfa.jp
一般社団法人日本プラスチック食品容器工業会 http://www.japfca.jp



6,878
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公益財団法人古紙再生促進センター
http://www.prpc.or.jp
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令和2年度
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　一方、事業系パソコンの回収・再資源化については、
事業者が直接パソコンメーカーに問い合わせの上、パ
ソコン回収の申込みを行うリサイクルシステムが構築
されています。なお、回収・再資源化費用は、パソコン
を排出する事業者が負担することとなります。
事業系パソコンの回収は、令和2年度は約2万1千台
となっています。
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資源効率・循環経済について
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サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイ
ナンス促進のための開示・対話ガイダンスについて

背景
 近年、資源・エネルギー・食料需要の増大、廃棄物量の増加、気候変動を始めとする環境問題の深刻化が世界的
な課題となっており、従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の線形経済から、サーキュラー・エコノミーへの移
行を中長期的に進めていく必要があります。とりわけ、海洋プラスチックごみ問題を契機として、国際的にプラスチ
ック資源循環への関心が高まっており、取組が求められています。
　また、2006年の国連が提唱した「責任投資原則」を契機としてESG投資が拡大しており、近年サーキュラー・エ
コノミーをテーマとしたファンドも組成され始めるなど、気候変動に次ぐ環境分野の投資テーマとして重要性が認
識され始めています。

目的
サーキュラー・エコノミーへの移行を促進する上では、技術・ビジネスモデルのイノベーションをリードすることが
望まれる企業と、金融市場において事業の推進力となる資金を供給・循環する投資家・金融機関(以下「投資家等
」という。)が果たす役割が重要です。
　本ガイダンスは、企業と投資家等の間で円滑な対話を促すための手引きであり、企業は、自ら提供する製品・サ
ービスに一層の循環性を備える取組を進めるとともに、その取組を投資家等に対して、統合報告書やアニュアルレ
ポート等において適切に「見える化」し、投資家等は、対話・エンゲージメントを通じてそれを適切に評価し、適切に
資金を供給することが重要です。
　このように、サーキュラー・エコノミー及びプラスチック資源循環に資する取組を進める我が国企業が、国内外
の投資家等から適正に評価を受け、投融資を呼び込むことができるよう、2021年1月に本ガイダンスを取りまと
めました。

特徴
•本ガイダンスは、政府が策定する世界初のサーキュラー・エコノミーに特化した開示・対話ガイダンスです。
•サーキュラー・エコノミーへの「移行」(transition)に向けた多様なアプローチを適切に評価するため、一般的な
ESG開示フレームワーク共通の「リスクと機会」、「戦略」、「指標と目標」及び「ガバナンス」の4項目に加えて、一
貫した価値創造ストーリーとして再構築していく上で重要となる「価値観」と「ビジネスモデル」を前置した6項
目から構成しています。

•サーキュラー・エコノミーに係る取組を中長期的な新市場創出・獲得や競争力強化につなげ、企業価値の向上
を目指す機会重視の内容です。
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目的・概要
　J4CEは、循環経済への流れが世界的に加速化する中で、日本において、国内の企業を含めた幅広い関係
者の循環経済への更なる理解醸成と取組の促進を目指し、官民連携を強化することを目的として、2021年3
月2日に、環境省、経済産業省、(一社)日本経済団体連合会(経団連)により創設されました。また、同日、世界
経済フォーラム(World Economic Forum:WEF)と共催で開催した「循環経済ラウンドテーブル会合」の場
で、官民連携で循環経済を推進していくことを発信しました。【123社・16団体(2022年2月末時点)】

ウェブサイト
139件の事例を掲載(2022年2月末時点)

https://j4ce.env.go.jp/

注目事例集パンフレット
28の事例を選定し、日本語・英語で作成

主な活動内容
　J4CEの具体的な活動内容は、日本の先進的な循環経済に関する取組事例の収集と国内外への発信・共
有、循環経済に関する情報共有やネットワーク形成、そして循環経済促進に向けた対話の場の設定です。
2021年度は、注目事例集の発刊とWEBサイトの開設に加え、4回の官民対話を実施し、循環経済促進に向
けた課題の整理を行いました。今後は、官民対話におけるテーマ別の講演やディスカッションの継続、ビジネ
スマッチングを目的としたイベントの開催等を行う予定です。
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  プラスチックの新たな 3R の取組や、代替素材等の導入・普及に向けて、今後の CLOMA の活動において共有
すべき方向性を定め、技術的・社会的課題を整理し、対策及び中長期目標を盛り込んだ「CLOMA ビジョン」が、
2019 年 5 月の技術部会において策定されました。
  また、CLOMA ビジョンにおいて、持続可能な 3R 体制の構築と素材技術の貢献により、クリーン・オーシャン
の実現を目指し、CLOMA 原則を共有しながら、5つの Key action が示されました。



○近年、プラスチックごみによる海洋汚染や、中国をはじめとする廃棄物輸入規制の強化に端を発
し、国際的な資源循環の枠組みが変化しており、資源循環の高度化や代替素材の技術開発促進等
の重要性が一層高まっており、我が国におけるプラスチック資源循環の更なる体制強化が求められ
ています。

○経済産業省と環境省では、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会プ
ラスチック資源循環戦略WG及び中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環小委員
会において検討を重ね、2021年1月に「今後のプラスチック資源循環施策のあり方について」を取
りまとめました。

○この考え方を踏まえ、プラスチック使用製品(プラスチックが使用された製品)の設計から廃棄物
処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環の取組(3R+Renewable)を促進す
るための措置を講じた「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」を第204回通常国
会に提出し、2021年6月4日に成立、同月11日に公布、2022年4月1日より施行されます。

○本法律は、プラスチック使用製品について(1)設計・製造段階では、環境配慮設計に係る指針を
国が策定し、製造事業者等にその取組を促す、(2)販売・提供段階では、消費者に無償で提供するプ
ラスチック使用製品の使用の合理化を求める、(3)排出・回収・リサイクルの段階では、プラスチック
使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自 主回収及び再資源化を促進す
るための措置等を講じることとしています。

○これらの措置を活用しながら、事業者、消費者、国、地方公共団体等のすべての関係主体と連携
し、プラスチックに係る資源循環の取組の促進に努めて参ります。
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　リデュース・リユース・リサイクル推進協議会
　リデュース・リユース・リサイクル推進協議会（略称：3R推進協議会）は、3R活動を推進し、持続可能な循
環型社会の構築を目指すことを目的として、消費者・産業界・行政などが連携して、3R推進のための様々な活
動を展開しています（平成 3年9月にリサイクル推進協議会として設立、平成14 年 6月に改称）。
　3Ｒを広範な国民運動として展開していくため、特に10月の3R推進月間において、リデュース・リユース・リ
サイクル推進功労者等表彰の表彰式や集中的な広報活動に取り組んでいます。
（3R推進協議会ホームページ：http://www.3r-suishinkyogikai.jp/)

　 主な活動
　　（1） リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰の実施
　　（2） リデュース・リユース・リサイクルに関する普及・広報の実施
　　（3） リデュース・リユース・リサイクルに関する相互連絡のための3R 連絡会等の開催

　3R活動への積極的な参加と協力を呼びかけるため、リデュース・リユー
ス・リサイクル推進協議会において平成15年度に作成されたマークです。

＜デザインコンセプト＞
　英語のＲ（Reduce・Reuse・Recycle）をモチーフとした、3
つの図形が一歩を踏み出し、前進する様を表現しています。
　3つの色はそれぞれ「オレンジ＝人間」「グリーン＝大地」「ブルー
＝空」を表現しています。
　このマークは 3Rの実践活動やＰＲ・キャンペーン活動の際にご
活用いただけます。詳しくはリデュース・リユース・リサイクル推進
協議会のホームページをご覧ください。
（http://www.3r-suishinkyogikai.jp/3rmark/3rmark）

リデュース・リユース・リサイクル（3R）キャンペーンマーク

その他



　3Rに関する表彰
★リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
　リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰（略称：3R推進功労者等表彰）は、循環型社会形成に向
けて3Rの促進と意識の高揚を図ることを目的に、3Rに率先して取り組み、継続的な活動を通じて顕著な実績
を挙げている個人・グループ・事業所などを表彰する制度です。3R推進月間である毎年10月に「リデュース・リ
ユース・リサイクル推進協議会」（略称：3R推進協議会）の主催で表彰が行われています。
　なお、この表彰は平成4年度から平成13年度まではリサイクル推進功労者等表彰として実施されていたもの
です。

令和2年度の概要
表彰式開催日 令和 2 年10月27日（火）
場　　所 KKRホテル東京（東京都千代田区大手町1-4-1）
表彰式の概要 3 R推進協議会ホームページ（http://www.3r-suishinkyogikai.jp/commend/jisseki） 

表彰の種類と件数
内閣総理大臣賞 2件 経済産業大臣賞 2件
財務大臣賞 該当なし 国土交通大臣賞 4件
文部科学大臣賞 該当なし 環境大臣賞 1件
厚生労働大臣賞 該当なし 3R推進協議会会長賞 36件
農林水産大臣賞 1件 計 46件

★資源循環技術・システム表彰
　資源循環技術・システム表彰は、廃棄物の発生抑制（リデュース）、使用済み物品の再使用（リユース）、再資
源の有効利用（リサイクル）に寄与する、高度な技術又は先進的なシステムの特徴を有する優れた事業や取組を
広く公募し、表彰する制度です。
　本表彰は、 これらの奨励・普及を図ることにより、もって循環ビジネスを振興することを目的としています。

令和2年度の概要
表彰総評・受賞講演会開催日

表彰総評・受賞講演会の概要

令和 2 年10月16日（金）
場　　所 オンライン

 （一社）産業環境管理協会　資源・リサイクル促進センターホームページ
（http://www.cjc.or.jp）

表彰の種類と件数

経済産業省産業技術環境局長賞 2件 4社
経済産業大臣賞 該当なし

一般社団法人産業環境管理協会会長賞 2件 2社
一般社団法人産業環境管理協会会長賞及びコラボレーション賞 1件 3社
奨励賞 1件 1社
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リサイクル関連表彰
 (リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰)

108

リサイクル関連表彰(資源循環技術・システム表彰)



リサイクル関連表彰(日本パッケージングコンテスト)
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お問い合わせ先

＜3Ｒ政策ホームページをご活用ください！＞

北海道経済産業局　資源エネルギー環境部　環境・リサイクル課
〒060-0808 札幌市北区北八条西2-1-1　札幌第一合同庁舎
  TEL.011-709-1754（直通）
http://www.hkd.meti.go.jp/information/recycle/index.htm

東北経済産業局　資源エネルギー環境部　環境・リサイクル課
〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1　仙台合同庁舎Ｂ棟
  TEL.022-221-4930（直通）
http://www.tohoku.meti.go.jp/s_kan_ri/index_kanri.html

関東経済産業局　資源エネルギー環境部　環境・リサイクル課
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1
　　　　　　　　  さいたま新都心合同庁舎１号館
  TEL.048-600-0291（直通）
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/recycle/index.html

中部経済産業局　資源エネルギー環境部　環境・リサイクル課
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2
  TEL.052-951-2768（直通）
http://www.chubu.meti.go.jp/d22recycle/index.html

近畿経済産業局　資源エネルギー環境部　環境・リサイクル課
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
  TEL.06-6966-6018（直通）
http://www.kansai.meti.go.jp/kankyo.html

中国経済産業局　資源エネルギー環境部　環境・リサイクル課
〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30　広島合同庁舎２号館
  TEL.082-224-5676（直通）
http://www.chugoku.meti.go.jp/policy/seisaku/p4.html

四国経済産業局　資源エネルギー環境部　資源エネルギー環境課
〒760-8512 高松市サンポート3-33　高松サンポート合同庁舎
  TEL.087-811-8532（直通）
http://www.shikoku.meti.go.jp/03_sesakudocs/0504_kankyou/kankyou_index.html

九州経済産業局　資源エネルギー環境部　環境・リサイクル課
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1
  TEL.092-482-5472（直通）
http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/recycle/index.html

沖縄総合事務局　経済産業部　環境資源課
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1　
　　　　　　　　  那覇第２地方合同庁舎２号館
  TEL.098-866-1757（直通）
http://www.ogb.go.jp/keisan/9738/13568

経済産業省　産業技術環境局　資源循環経済課
〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
  TEL.03-3501-4978（直通）
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/

経済産業省

経済産業省では、３Ｒ政策ホームページを作成し、関係法令、３Ｒ政策の取
組状況、統計資料などを掲載していますので、是非ご活用ください。

ホームページＵＲＬ：
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/ 経済産業省 ３Ｒ 検索
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